
　令和7年11月11日

石川県監査委員 平　蔵　豊　志

同 谷　内　律　夫

同 村　上　　　勝

同 作　田　有　子

（別　紙）

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

監査の結果報告に基づいて講じた措置の公表

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、石川県知事等から、監査結果
に基づき措置を講じた旨の通知があったので、別紙のとおり公表する。

県 央 農 第 1862-1 号

令和７年８月18日

石川県知事 馳 浩

　令和７年７月２５日付け石監査第１９３号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　公用車の交通事故が発生し
ていた。
　公用車の運行に際しては、
安全運転に万全を期するよう
十分注意すること。

県央農林総合
事務所

　全職員に対し、所内会議や安全衛生委員会など
の機会を捉えて、安全運転の徹底について周知す
るとともに、県警察本部からの交通安全情報を提
供し、職員の交通法規遵守に対する意識の醸成に
努めます。
　また、警察署による安全講習会の開催や自治研
修センター主催の「自動車運転技術向上研修」を
受講させるなど、安全運転に関する知識の習得や
技術の向上に取り組んでまいります。



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

県 央 農 第 1862-1 号

令和７年８月18日

石川県知事 馳 浩

　令和７年７月２５日付け石監査第１９３号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年７月２５日付け石監査第１９３号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　土地改良財産の使用に係る
収入事務において、調定金額
を誤って算定していたものが
あった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

県央農林総合
事務所

　今回の調定金額の算定誤りについては、使用許
可の担当者と収入調定の担当者が異なり、相互の
情報共有が不十分であったことが原因と考えられ
ることから、今後は、使用許可の担当者自らが収
入調定の事務手続きを行うこととし、再発防止に
努めます。

　役務費に係る支出事務にお
いて、二重払いをしているも
のがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

県央農林総合
事務所

　今後は、支出命令の決裁の段階で、担当者以外
の職員が、既に同じ内容の支出がされていないか
財務会計システムにより確認することを徹底し、
二重払いの再発防止に努めます。

県 央 農 第 1862-2 号

令和７年８月18日

石川県知事 馳 浩



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　補助金交付事務において、
補助金を過大に交付し、返納
させていたものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

農業経営戦略
課

　今後は、必ず庶務担当及びＧＬの複数人体制で
事業の内容及び経費の配分と収支決算を突合し、
確認を徹底します。

中 病 第 ５ ６ ５ 号

令和７年９月30日

石川県知事 馳 浩

農戦第１２０７号

令和７年８月20日

石川県知事 馳 浩

　令和７年７月２５日付け石監査第１９３号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　収入事務において、保険診
療費に係る請求金額を過大に
調定し、修正処理を行ってい
たものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

石川県立中央
病院

　担当者間で相互確認を行うとともに、決裁過程
でも確認ができるよう審査体制をより厳格化する
ことで再発防止に努めてまいります。



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

厚 第 ８ ７ ８ 号

令和７年９月８日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　支出事務において、消費税
の課税対象となる事業を非課
税と誤認し契約したことに伴
い、受託者が負担した延滞税
等相当額を補償金として支
払っていたものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

障害保健福祉
課

　委託料の消費税の取扱いについて非課税とする
場合には、ＧＬと担当者の二人体制で根拠法令等
の確認を徹底することとしました。
　今後はこのような誤りがないよう十分注意し、
再発防止に努めてまいります。

　支出事務において、他所属
で購入した消耗品代金を誤っ
て支出したものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

厚生政策課 　今回の事例は、リハビリテーションセンターで
使用するため健康推進課が購入した、消耗品の請
求書が誤って厚生政策課に届いたものであるた
め、送付先をリハビリテーションセンターに改め
るとともに、課内プリンタートナーの情報につい
てリスト作成することで、今後、同様の誤りがな
いよう十分注意し、適切な支出事務の徹底に努め
てまいります。

障福第１３２４号

令和７年９月11日

石川県知事 馳 浩



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　契約事務において、伺額が
10万円を超える物品の購入手
続きについて、管財課での契
約締結手続きを行っていない
ものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

医療支援課 　今後は、管財課通知やオープンカウンター実施
要領などをしっかりと確認・活用するなど、担当
者だけでなく、担当ＧＬを含む複数人による
チェックを徹底することで再発防止を図ることと
した。

医第８８５－２号

令和７年８月29日

石川県知事 馳 浩

医第８８５－１号

令和７年８月29日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　公用車の交通事故が発生し
ていた。
　公用車の運行に際しては、
安全運転に万全を期するよう
注意すること

医療支援課 　当該職員を含め運転をする職員には、運転時、
交通事故を起こさないよう注意喚起することとし
た。



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

健 第 １ ７ ２ ６ 号

令和７年９月16日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　支出事務において、物品購
入費の支払いを遅延したもの
があった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

薬事衛生課 　今後、物品購入においては、支払を遅延しない
よう速やかに処理することを課内に周知徹底し
た。

　収入事務において、土地貸
付料の調定金額を誤っている
ものがあった。
  今後、このようなことがな
いよう注意すること。

健康推進課 　事業担当者の収入事務に関する理解不足や、課
内のチェック体制が十分に機能していなかったこ
とによるものであるため、関係職員に対して収入
事務の手続きや調定に関する規則等を改めて周知
するとともに、庶務担当者による再確認も行い、
再発防止を徹底している。

薬 第 １ ８ ２ ６ 号

令和７年９月30日

石川県知事 馳 浩



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　支出事務において、物品購
入費の支払いを遅延したもの
があった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

少子化対策監
室

　注意事項については、改めて財務規則・会計事
務の手引により適正な事務処理を行うよう周知徹
底し、改善を図りました。
　今後とも、適正な会計事務の執行に努めてまい
ります。

生 安 第 ４ ９ ０ 号

令和７年９月16日

石川県知事 馳 浩

少対第１５６６号

令和７年９月30日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　支出事務において、会計年
度任用職員の勤務日数を誤
り、支給漏れとなっていた時
間外勤務手当を支払っている
ものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

生活安全課 　会計年度任用職員の勤務管理の重要性について
あらためて認識し、今後は人事担当補佐におい
て、勤務日数を管理するほか、報酬の算出に疑義
があれば人事・組織経営課、総務事務管理室　給
与制度グループに妥当性を確認したうえで、担当
者と決裁者でのダブルチェックを徹底するなどし
て、再発防止に努めます。



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

生 安 第 ４ ９ ０ 号

令和７年９月16日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　支出事務において、全国大
会への参加費に係る前渡資金
請求を失念しているものが
あった。
  今後、このようなことがな
いよう注意すること。

戦略広報課 　資金前渡の手続きや関係規定の確認について職
員に改めて周知し、適正な会計事務に努めること
とする。また、課内に当該事案および関係規則に
ついて共有し、再発防止を図ることとした。

　公用車の交通事故が発生し
ていた。
　公用車の運行に際しては、
安全運転に万全を期するよう
注意すること。

生活安全課 　公用車の運行に際しては、交通法規の遵守の徹
底とともに、安全運転に万全を期するよう、改め
て全職員に対して注意喚起を行いました。
　今後このようなことがないよう、公用車の運行
に際しては、安全運転に万全を期するよう十分注
意し、交通事故の防止に努めます。

広 第 １ ９ ９ 号

令和７年９月22日

石川県知事 馳 浩



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　財政的援助事務において、
補助事業に要する経費の配分
について、変更承認手続きを
行っていないものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

地域振興課 　今後、同様の財政的援助事務を実施する場合に
は、補助金交付規則等を遵守し、申請者に適切な
指示・指導を行うことを周知徹底する。

資循第３４１３号

令和７年９月25日

石川県知事 馳 浩

地 振 第 １ ６ ３ 号

令和７年９月30日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　公用車の交通事故が発生し
ていた。
　公用車の運行に際しては、
安全運転に万全を期するよう
十分注意すること。

資源循環推進
課

　交通事故が発生したことを重く受け止め、公用
車の運行に際しては、交通法規の遵守の徹底とと
もに、安全運転に万全を期するよう、改めて全職
員に対して注意喚起を行いました。
　今後、このようなことがないよう、自動車運転
技術向上研修の受講を積極的に勧奨し、運転技術
の改善・向上を促すとともに、公務で運転する際
は、安全運転宣言を行うこととするなど、安全意
識の向上に努めています。



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

資循第３４１３号

令和７年９月25日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　収入事務において、行政財
産貸付料について、調定金額
を誤り、還付が遅延したもの
があった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

自然環境課 　調定を取り消し、納入通知書を再発行する場合
は、発行済みの納入通知書を回収し、二重に納付
が発生しないよう徹底する。
　また、調定金額等の誤りが発覚した際は、課内
で情報共有をし、速やかに事務処理を行う。

　契約事務において、伺額が
10万円を超える物品の購入手
続きについて、管財課での契
約締結手続きを行っていない
ものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

資源循環推進
課

　発注を行う担当者等に対し、財務規則や会計事
務の手引等の再確認を指示したほか、担当者とＧ
Ｌによる手続きの相互チェックや、庶務担当者へ
の事前相談を徹底することで、今後、このような
事案が発生しないよう、適正な事務処理に努めて
まいります。

自 環 第 ８ ６ ０ 号

令和７年９月25日

石川県知事 馳 浩



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　財産事務において、公有財
産異動報告書の提出が遅れて
いるものがあった。
  今後、このようなことがな
いよう注意すること。

女性活躍・県
民協働課

　財産台帳に記載すべき公有財産について改めて
グループ内職員で確認を行ったほか、今後、建築
工事の実施等にあたっては、施工内容を複数の職
員で確認の上、財産担当とも早期に情報共有を図
り、財産事務に係る手続きの適正な執行に努め
る。

産 政 第 ５ ０ ４ 号

令和７年９月30日

石川県知事 馳 浩

県 第 ６ ４ ０ 号

令和７年９月30日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　財産事務において、公有財
産異動報告書の提出が遅れて
いるものがあった。
  今後、このようなことがな
いよう注意すること。

産業政策課 　今後、事業担当者は、財産異動の可能性がある
時点で財産担当者、庶務担当グループリーダーに
報告することとした。
　また、財産担当者、庶務担当グループリーダー
は次年度の担当者に財産異動報告業務を確実に引
継ぐこととした。



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

産 政 第 ５ ０ ４ 号

令和７年９月30日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　支出事務において、複数回
にわたる立入検査に係る前渡
資金をまとめて支出している
ものがあった。
  今後、このようなことがな
いよう注意すること。

経営支援課 　今後、同様の支出事務を実施する場合には、財
務規則等の規定を遵守するとともに、複数の職員
による確認を実施する。

　業務委託に係る契約事務に
おいて、契約金額の積算根拠
が不明確なものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

産業政策課 　今後、事業担当者は、積算の際に参考見積の詳
細の内訳まで確認するとともに、担当者とグルー
プリーダーによる相互チェックを徹底し、再発防
止に努めることとした。

経 第 １ １ ３ ８ 号

令和７年９月26日

石川県知事 馳 浩



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　契約事務において、伺額が
10万円を超える物品の購入手
続きについて、管財課での契
約締結手続きを行っていない
ものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

監理課 　財務規則や会計事務の手引き等を再確認し、物
品の購入にあたっては、担当者とグループリー
ダーによる手続きの相互チェックを行うことを改
めて徹底する。
　また、課内で当該事案及び関連規則について共
有し、再発防止を図る。

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　工事事務において、積算に
おける単価の適用を誤ってい
るものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

監理課 　週休２日に関連する全ての単価をリスト化し、
県及び積算システム管理者で、対象の可否や補正
係数等をダブルチェックすることで、チェック体
制の強化を図る。

監 第 １ ０ ５ １ 号

令和７年９月30日

監 第 １ ０ ５ １ 号

令和７年９月30日

石川県知事 馳 浩



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

建 第 １ ２ ９ １ 号

令和７年９月26日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　収入事務において、県営住
宅家賃を過小に徴収している
ものがあった。
  今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

建築住宅課 　今後このような事案が生じないよう、家賃管理
システムにデータチェック機能を追加するととも
に、複数の職員による確認を徹底することといた
します。

令和７年９月26日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　収入事務において、県営住
宅家賃を過大に徴収している
ものがあった。
  今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

建築住宅課 　今後このような事案が生じないよう、家賃算定
に係る制度・法令の適切な取扱いについて確認・
徹底のうえ、職員間の情報共有を図ることといた
します。

建 第 １ ２ ９ １ 号



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

道 整 第 2382-2 号

令和７年９月30日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　道路上の舗装剥離箇所の段
差により、通行車両が破損す
る事故が発生していた。
  今後、このようなことがな
いよう注意すること。

道路整備課 　道路の維持管理については、道路パトロールを
徹底し、異状の早期発見に努めるとともに、迅速
かつ適確に補修を行うことにより事故を未然に防
ぎ、道路の安全な通行確保を図ってまいりたい。

道 整 第 2382-1 号

令和７年９月30日

石川県知事 馳 浩

　令和７年８月２９日付け石監査第２６９号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　道路上に倒れていた雑木に
より、通行車両が破損する事
故が発生していた。
  今後、このようなことがな
いよう注意すること。

道路整備課 　道路の維持管理については、道路パトロールを
徹底し、異状の早期発見に努めるとともに、迅速
かつ適確に補修を行うことにより事故を未然に防
ぎ、道路の安全な通行確保を図ってまいりたい。



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

デ 第 ７ ９ ５ 号

令和７年10月15日

石川県知事 馳 浩

　令和７年９月３０日付け石監査第３３７号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　支出事務において、電話料
金の支払いを遅延したものが
あった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

デジタル推進
監室

　今後、このようなことのないよう適正に事務処
理を行うとともに職員相互のチェック機能を万全
にするよう徹底している。


